
見附市告示第４７号 

 見附市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のよ

うに定める。 

  令和８年３月３１日 

                    見附市長  稲 田  亮   

   見附市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 見附市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱（平成２８年見附市告示第６９

号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「３月とする」を「１年度につき通算９０日までとする」に改め、同条

ただし書を削る。 

 第１号様式を次のように改める。 

別記第１号様式（第３条関係） 

 



 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


